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第５節 外来種対策の推進 

  現状と課題 

 (1) 外来種の生息等の状況 
従来その地域に存在していなかった動植物が人為的に持ち込まれ定着することで、地域特有の生

態系や、農林水産業、人の身体や生命に影響を及ぼすことが問題となっている。平成17（2005）年

６月には「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」が施行され、

特定外来生物が順次追加指定されている。 

  本県においても、オオクチバス等の外来魚やアライグマ、クビアカツヤカミキリなど多数の外来

種が確認されていることから、全県を挙げて対策に取り組むべく、令和３(2021)年３月、栃木県外

来種対策方針を策定した。 

 

 

  施策の展開  
  広く県民等に対して、県ホームページやパンフレット等を用いて、特定外来生物クビアカツヤカ

ミキリをはじめとする外来種の移植・移入の防止及び防除に関する普及啓発を行っている。 

  県内における外来種の生息・生育状況に関する情報は、一部の種のみ把握されているにすぎない

が、外来種対策を進めるため、今後とも、効果的な防除方法等に関する情報収集に努めていく。 

 

 (1) 戦略的な対策実施 
 ア 生息・生育状況の把握 

レッドリスト改訂に向けた調査等にあわせ、絶滅のおそれのある種への影響が懸念される地域

等における外来種の生息・生育状況の把握に努めている。 

 

 イ 優先的に対策する必要がある種の選定、アクションプランの策定 

   栃木県外来種対策方針に基づき、本県における影響の大きさや対策の緊急度などを評価するこ

とで、本県において優先的に対策する必要がある外来種の選定を行った。県内に既に定着してい

る外来種については、優先対策種、対策検討種、一般外来種の3分類とし、最も優先度の高い優

先対策種には、クビアカツヤカミキリなど11種を選定した。 

   さらに、本県における外来種対策を様々な主体との連携により計画的に実施するため、優先対

策種ごとの対策目標と今後5年間の対策の見通しを示す「栃木県外来種対策アクションプラン」

を策定した。 

 

 ウ 対策の実施 

 (ｱ) 特定外来生物クビアカツヤカミキリ防除の推進 

   栃木県外来種対策協議会を通じ、効果的かつ効率的な防除対策を実施することを目的とした防

除方針に基づき、薬剤や伐採による防除のほか、未発生市町においても監視を行う等の対策を進

めている。 

(ｲ) 絶滅危惧種の生息地における対策 

  絶滅危惧種であるミヤコタナゴの生息地においてオオクチバス及びアメリカザリガニの駆除を

実施している。 

(ｳ) 県民協働による駆除 

外来種の影響が深刻化している地域を中心に、県民協働による重点的な駆除を実施している。 

   ・宇都宮市におけるアマゾントチカガミ除去活動 

・渡良瀬遊水地、日光市湯元地区における外来植物の除去活動 等 
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 (2) 多様な主体との連携協力 
ア 県民への普及啓発、連携協力 

   生物多様性の普及啓発等に取り組んでいる栃木県生物多様性アドバイザー向けに、外来種対策

に係る研修を実施した。 

また、外来種の影響が深刻化している地域を中心に、県民協働による重点的な駆除を実施した。 

 

イ 関係市町、近隣県との広域連携の強化 

   全県を挙げて本県の地域特性に応じた総合的・戦略的な対策に取り組むことを目的に、令和３

（2021）年10月、県内全市町を含む連携協力組織として、栃木県外来種被害対策協議会を設置し

た。外来種被害対策の推進に向け、対策に係る意見交換や、外来種被害に係る最新情報の共有な

どを実施している。 

   また、特定外来生物クビアカツヤカミキリについては、本県をはじめ埼玉県、東京都、神奈川

県、群馬県、茨城県に分布がまたがっていることから、関係県と分布や対策状況の共有を行って

いる。 

 


